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   情報流出防止に係る隊員に対する指導の実施について（通達） 

 

 標記について、情報流出防止に係る隊員に対する指導の実施に関する防衛大臣指示

（防衛大臣指示第１８号。１９．５．１５。以下「大臣指示」という。）に基づき、下

記のとおり確実に実施されたく通達する。 

 

記 

 

１ 趣旨 

  「秘密電子計算機情報流出等再発防止に係る抜本的対策を実施するための措置につ

いて」（防防調第４３６１号。１８．４．２８。以下「抜本的対策通達」という。）

を受け、「防衛研究所の秘密電子計算機情報流出等再発防止に係る抜本的対策を実施

するための措置について」（防研発総第３２号。１９．１．３１。以下「防研通達」

という。）に基づき、情報流出を根絶すべく、抜本的対策通達の徹底を実施したとこ

ろである。 

  しかしながら、その後も海上自衛隊の隊員が秘密の疑いのある情報を自宅で保有し

殿 



ていた事案が明らかになるなど、自衛隊においては、未だ情報流出を根絶できていな

いことから、管下のすべての隊員に対し、当該対策を改めて徹底するのみならず、そ

の後も引き続き緊張感をもって当該対策を徹底するための取組みを実施していくこ

とが必要である。 

  従って、防衛研究所においては、防研通達に基づき、引き続き対策の実施に当たる

とともに、情報流出防止に係る指導を実施することとした。 

 

２ 実施時期等 

  本年においては、本通達発出後、速やかに実施することとし、以後は、毎年１回以

上適時、実施する。 

 

３ 被実施者 

  防研通達第２項第１２号ア及びウに規定する職員（ただし、防衛研究所長を除く。） 

 

４ 実施者 

  大臣指示別紙第１項に定める上官は、下表に掲げる者とする。 

被実施者 上官 

副所長、研究幹事 所長 

各部長、戦史研究センター長、特

別研究官及び所付職員 
副所長 

企画部に勤務する者（部長を除

く。） 

企画部長、総務課長、企画調整課長、

会計室長、総務課課長補佐（総務）、

総務課課長補佐（人事）、会計室室長

補佐、研究資料調査官 

政策研究部に勤務する者（部長を

除く。） 
政策研究部長、研究室長 

理論研究部に勤務する者（部長を

除く。） 
理論研究部長、研究室長 

地域研究部に勤務する（部長を除

く。） 
地域研究部長、研究室長 

教育部に勤務する者（部長を除

く。） 

教育部長、教務課長、教務課課長補佐、

教育課程運営室長 

戦史研究センターに勤務する者

（戦史研究センター長を除く。） 

戦史研究センター長、研究室長、史料

室長 

特別研究官（国際交流・図書担当）

の下に勤務する者（特別研究官

（国際交流・図書担当）を除く。） 

特別研究官（国際交流・図書担当）、

図書運営班長 

特別研究官（政策シミュレーショ

ン担当）の下に勤務する者（特別

研究官（政策シミュレーション担

特別研究官（政策シミュレーション担

当）、政策シミュレーション室長 



当を除く。）） 

 

５ 実施要領 

（１）上官は、所掌の被実施者に対し、マンツーマンの個別面談を実施する。 

（２）個別面談においては、上官は、情報保全及び情報保証に係る知識の付与にとどま

らず、自衛隊が取り扱う情報は国の安全に直結し、漏えいは国の安全に重大な影響

を与えるものであるという組織存立の根本に立ち返っての指導を行い、被実施者の

自覚を促すとともに、情報保全及び情報セキュリティに対する意識の改革を行うた

め、自らが指導した被実施者には絶対に情報流出をさせないという気概をもって、

上官としての全人格を傾注して指導する。 

（３）個別面談による指導に併せ、上官は、私有パソコン及び私有可搬記憶媒体の保有

並びにそれらにおける業務用データの取扱いの有無に関するこれまでの調査につ

いて、被実施者の申告を鵜呑みにすることなく、被実施者のこれまでの職務状況や

身上等を十分に把握することで情報保全及び情報保証に係る対策を確実に実施さ

せ、更なる情報流出の抑止に努める。 

（４）個別面談においては、上官は、一人ひとりにきめ細かな指導が行えるよう、十分

な時間を確保する。 

（５）上官は、防研通達第３項第２号ウ及びエに基づき、情報流出防止を図る上で適切

な知見を有する職員として指定された可搬記憶媒体等管理補助者と十分に連携す

る。 

（６）この項第１号により難い職員については、電話により実施する。 

 

６ 報告要領及び報告先 

  各部等の長は、所掌する上官の報告をとりまとめ、別紙様式にて防衛研究

所長に報告する。 

 

７ その他 

  細部については、企画部総務課長から指示させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式 

 

年  月  日 

個 別 面 談 実 施 結 果 報 告 

 

防 衛 研 究 所 長  殿 

（企画部総務課長気付） 

 

部等名：            

 

報告者：            

 

 

次のとおり実施したので報告する。 

 

実 施 期 間     年  月  日  ～   年  月  日 

実施者（上官） 

職名：           氏名：          

職名：           氏名：          

職名：           氏名：          

職名：           氏名：          

職名：           氏名：          

職名：           氏名：          

職名：           氏名：          

職名：           氏名：          

実施対象人数         名 

実 施 人 数        名 

特 異 事 項  

※報告者は、各部等の長 


